
後
日
、
連
絡
し
ま
す
。

☎(

８
８
８)

５
７
７
０

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
８
８)

５
７
７
１

Ｅ
メ
ー
ル ro-cshs@

city.akita.akita.jp

＊
当
日
も
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
が
、

お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

市
内
事
業
者
向
け
に
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の

最
新
動
向
や
、
９
月
か
ら

始
ま
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用

し
た
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
な
ど
の
情

報
を
提
供
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま

す
。
参
加
無
料
。
先
着
40
人
。

日
時
▼

８
月
５
日
(水)
午
後
２
時
30
分
〜
４

時
30
分

会
場
▼

中
央
市
民
Ｓ
Ｃ
洋
室
４(

市
役
所

３
階)

申
し
込
み
▼

秋
田
商
工
会
議
所
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
☎(

８
６
６)

６
６
７
６

　

要
支
援
認
定
者
な
ど
の
自
宅
に
訪
問

し
、
掃
除
や
買
い
物
な
ど
の
生
活
援
助

を
行
う｢
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ｣

の
従
事

者
を
養
成
し
ま
す
。
全
日
程
受
講
後
、

事
業
所
で
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
し
て
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

学
校
統
合
の
方
向
性(

学
校
の
組
み
合

わ
せ)

に
つ
い
て
協
議
す
る
地
域
ブ
ロ
ッ

ク
協
議
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。
傍
聴
希
望
の
か
た
は
、
直
接
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
時
間
は
、
午
後

６
時
30
分
〜
７
時
30
分
。
受
け
付
け
は

先
着
順
で
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、

入
場
を
制
限
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

第
４
回
東
部
地
域
の
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

…
7
月
28
日
(火)
、
東
部
市
民
Ｓ
Ｃ
で

第
４
回
南
部
地
域
の
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

…
８
月
５
日
(水)
、
南
部
市
民
Ｓ
Ｃ
で

●
問
い
合
わ
せ　

学
校
適
正
配
置
推
進

室
☎(

８
８
８)

５
８
１
２

　

あ
ら
か
じ
め
お
送
り
し
て
い
る
案
内

通
知
に
従
っ
て
、
次
の
日
時
に
、
お
住

ま
い
の
地
域
を
所
管
す
る
各
市
民
Ｓ
Ｃ

で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。
必
ず
町
内

会
長
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●文中の｢SC｣はサービスセンターの略
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受
取
日
時
▼

７
月
20
日
(月)
か
ら
22
日
(水)
ま

で
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
と
、
７
月

27
日
(月)
か
ら
８
月
１
日
(土)
ま
で
の
午
前

９
時
〜
午
後
５
時(

27
日
は
午
後
８
時
ま

で
、
１
日
は
午
後
１
時
ま
で)

持
ち
物
▼

令
和
元
年
度
の
避
難
支
援
対
策

者
名
簿･

要
援
護
者
把
握
用
リ
ス
ト(

お

持
ち
の
場
合)

、
印
鑑(

ス
タ
ン
プ
タ
イ
プ

不
可)

、
身
分
証
明
書(

運
転
免
許
証
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
健
康
保
険
証
な
ど)

 【
詳
し
く
は
、
地
域
ご
と
に
各
市
民
Ｓ
Ｃ

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
】

▼

中
央
市
民
Ｓ
Ｃ
☎(

８
８
８)

５
６
４
３　

▼

東
部
市
民
Ｓ
Ｃ
☎(

８
５
３)

１
０
３
９

▼

西
部
市
民
Ｓ
Ｃ
☎(

８
２
６)

９
０
０
４

▼

南
部
市
民
Ｓ
Ｃ
☎(

８
３
８)

１
２
１
２

▼

北
部
市
民
Ｓ
Ｃ
☎(

８
９
３)

５
９
６
９

▼

河
辺
市
民
Ｓ
Ｃ
☎(

８
８
２)

５
２
２
１

▼

雄
和
市
民
Ｓ
Ｃ
☎(

８
８
６)

５
５
５
０

　

空
き
家
の
管
理
、
売
却
、
相
続
登
記

な
ど
の
相
談
に
宅
建
士
、
司
法
書
士
、

市
職
員
な
ど
が
応
じ
ま
す
。

日
時
▼

８
月
14
日
(金)
午
後
１
時
〜
４
時

会
場
▼

中
央
市
民
Ｓ
Ｃ
洋
室
４(

市
役
所

３
階)

申
し
込
み
▼

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
で
、
住
所
、
氏
名
、
連

絡
先
、
空
き
家
の
所
在
地
、
相
談
内
容

を
、
８
月
３
日
(月)
ま
で
に
住
宅
整
備
課

へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
相
談
時
間
は

学
校
適
正
配
置
地
域
ブ
ロ
ッ

ク
協
議
会
を
開
催
し
ま
す

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す

＊�

掲
載
し
た
催
し
な
ど
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
予
防
な
ど
の
た
め
、
中
止
ま
た
は

変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
実
施

の
有
無
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
主
催
者
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
会
場
で
は
マ
ス
ク

の
着
用
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。

空
き
家
を
所
有
す
る
か
た
へ

無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス

従
事
者
研
修
を
実
施
し
ま
す

避
難
支
援
対
象
者
名
簿
を

町
内
会
長
へ
配
布
し
ま
す

　

な
お
、
事
業
所
で
の
勤
務
を
保
証
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
▼

18
歳
以
上
の
か
た(

訪
問
介
護
事

業
所
の
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
従
事
可
能
な

資
格
を
も
っ
て
い
る
か
た
や
、
要
介
護･

要
支
援
認
定
者
、
介
護
予
防･

日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
の
事
業
対
象
者
は
除
き

ま
す)

日
時
▼

８
月
５
日
(水)･

11
日
(火)･

18
日
(火)
、

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

会
場
▼

市
役
所
の
職
員
研
修
棟
研
修
室

テ
キ
ス
ト
代
▼

１
千
430
円

定
員
▼

25
人

申
し
込
み
▼

７
月
20
日
(月)
午
前
９
時
か
ら

電
話
か
Ｅ
メ
ー
ル
で
、
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
を
長
寿
福
祉
課
へ
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。
☎(

８
８
８)

５
６
６
８

Ｅ
メ
ー
ル ro-w

flg@
city.akita.akita.jp

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者

手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、
福
祉
手
当

(

経
過
措
置
分)

を
受
け
て
い
る
か
た
の
所

得
状
況
届
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま

す
。
詳
し
く
は
、
７
月
末
に
郵
送
す
る

通
知
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

受
付
日
時
▼

８
月
12
日
(水)
か
ら
17
日
(月)
ま

で
の
平
日
、
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

受
付
場
所
▼

市
役
所
５
階
第
２
委
員
会
室

●
問
い
合
わ
せ　

障
が
い
福
祉
課

☎(

８
８
８)

５
６
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
８
８)

５
６
６
４

各
種
手
当
受
給
者
の
所
得
状

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す



　

病
院
や
薬
局
な
ど
で
提
示
す
る
と
、

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
と
な

る｢

限
度
額
適
用
認
定
証｣

と｢

限
度
額
適

用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証｣

の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
(金)
で
す
。
８
月
か
ら

有
効
に
な
る
新
し
い
認
定
証
は
、
次
の

と
お
り
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
70
歳
未
満
の
か
た

　

国
保
の
被
保
険
者
証
、
手
続
き
を
す

る
か
た
の
本
人
確
認
書
類(

運
転
免
許
証

な
ど)

、
世
帯
主
お
よ
び
対
象
者
の
マ
イ
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国
保
の
限
度
額
適
用
認
定
証

な
ど
の
更
新
は
お
早
め
に

■70歳未満のかたの自己負担限度額(１か月）

ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類(

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど)

を
お
持
ち
に
な
り
、
次
の

申
請
場
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
受
付

開
始
は
８
月
３
日
(月)
。

申
請
場
所(

平
日)

▼

国
保
年
金
課(

市
役
所

１
階)

、
各
市
民
Ｓ
Ｃ(

中
央･

東
部･

南
部

別
館
を
除
く)

、
駅
東
Ｓ
Ｃ
、
岩
見
三
内

･

大
正
寺
の
各
連
絡
所

◆
70
〜
74
歳
の
か
た

　

対
象
に
な
る
か
た(

自
己
負
担
割
合
３

割
の｢

現
役
並
み
Ⅰ｣｢

現
役
並
み
Ⅱ｣

の

世
帯
と
市
民
税
非
課
税
世
帯)

へ
６
月
下

旬
に
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
し
た
。
記

載
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出

し
た
か
た
へ
、
７
月
27
日
(月)
に

認
定
証

を
お
送
り
し
ま
す
。

■
自
己
負
担
限
度
額

◆
70
歳
以
上
の
か
た

　

広
報
あ
き
た
６
月
19
日
号
12
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
70
歳
未
満
の
か
た

　

左
下
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＊｢

多
数
該
当｣

欄
の
額
で
支
払
い
が
で

き
る
の
は
、
医
療
機
関
が
回
数
を
確

認
し
て
適
用
可
能
と
認
め
た
場
合
に

限
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
場
合
で
４

回
以
上
に
該
当
す
る
と
き
は
、
払
い

戻
し
の
申
請
が
必
要

で
す
。

 【
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
】

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70

〜
74
歳
の
か
た
で
、
市
が
交
付
し
て
い

る｢

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証｣

を

す
で
に
お
持
ち
の
か
た
へ
、
８
月
１
日

(土)
か
ら
有
効
と
な
る
受
給
者
証
を
７
月

27
日
(月)
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
元(

平
成
31)

年
の
所
得
に

よ
り
改
め
て
判
定
し
て
い
る
た
め
、
受

給
者
証
の
自
己
負
担
割
合
が
今
ま
で
と

違
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

国
保
年
金
課
☎(

８
８
８)

５
６
３
０

新型コロナウイルス感染予防対策
への寄付、ありがとうございます

秋田銀行同志会から、市内小･中学校へ非接触
型電子体温計をいただきました。

６月23日の贈呈式で。中央が同会の佐藤文雄会長、
左が小松田洋樹本店支部長、右が佐藤教育長

一般社団法人 秋田市建設業協会から、市立小
･中学校、高校などへ、ハンドソープをいただ
きました。

６月23日の贈呈式で。穂積市長の右隣りが林 明夫会
長。その他右から、同協会の伊藤 満企画委員長、三浦 
稔副会長、山岡緑三郎副会長、長谷川尚造会計理事

問い合わせ▶教育委員会総務課☎(888)5803


